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III. 基本的な方針  

｜01｜ まちづくり方針 

 

 考え方 

本計画のまちづくり方針は、都市機能*や居住を誘導していくため、課題に基づいた目的を明

確化し、効果的な施策を実施する基本方針となるものであり、「千歳市第３期都市計画マスター

プラン」の将来都市像、都市づくりの５つの基本目標と連動するものとします。 

都市づくりの目標のうち、［安全］に関する部分は、防災指針にてその内容を具体化します。 

 

将来都市像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 まちづくり方針の位置づけ 

第３期都市計画マスタープラン 

都市づくりの目標 

立地適正化計画 

との連動性 

［定住］ 

誰もが将来にわたり快適に住み続

けられる都市づくり 

◎ 

［活動］ 

市民活動や企業活動が発展する 

都市づくり 

○ 

［交流］ 

人と物が活発に行きかう賑わいと

活力ある都市づくり 

○ 

［安全］ 

災害に備えた安心・安全で自然と共

存する都市づくり 

◎ 

［持続］ 

多様性があり持続可能で効果的な

都市づくり 

◎ 

  

防災指針 

まちづくり方針 

人をつなぐ：人口の増加を維持し、多彩な市民や

企業、団体、行政が互いにつながり支え合いなが

ら、人と活力、魅力があふれる“幸せを感じるまち” 

世界をつなぐ：まちの勢いを持続し、人や企業が

新千歳空港を通じて世界とつながり、国籍を問わ

ず多様な人・価値観を受け入れる“開かれたまち” 

空のまち：村民の手によって造られた一本の着陸

場を原点とする開拓精神や空港とともに歩んでき

た歴史をまちの誇りに、空港とともに成長・発展

し、人と物が活発に行き交う“活力あふれるまち” 
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 まちづくり方針の設定 

 

千歳市は、人口減少傾向が著しい北海道において、人口増加が見込まれる数少ない都市

です。この人口増加の機会を生かし、都市機能*の増進、安全性や利便性の確保を進めるこ

とで持続可能な都市構造の構築につなげ、人口減少に転じる前から人口減少期を見据えた

まちづくりを進めます。 

 

まちづくり方針１．［人口増加期］ 

■ 人口増加の機会を生かした、都市の活力増進や居住の場を確保します。 

空港機能の強化や広域交通機能の拡充を背景とした人口増加の見通しを更なる発展

の機会と捉え、都市機能*の維持・誘導により、引き続き都市の活力増進を図ります。

これにより市内への子育て世代を含む生産年齢層*のニーズを高め、新たな住宅地の形

成や既存ストック*の活用により居住の場の確保を図ります。 

 

まちづくり方針２．［人口減少期を見据えて］ 

■ 将来の人口減少や更なる少子高齢化に備え、 

歩いて暮せる生活利便性の高い地区の形成を進めます。 

将来の人口減少により、一定の人口密度に支えられてきた生活利便機能*が低下する

のを防止し、高齢になっても健康的に住み続けられ、あらゆる世代にとって便利な環

境とするため、集積している都市機能*を生かし、歩いて暮せる生活利便性の高い地区

の形成を図ります。 
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 将来都市構造図の共有 

「千歳市第３期都市計画マスタープラン」では、これまでのまちづくりの進捗や課題を踏ま

えるとともに、本計画と整合を図り、今後のあるべき姿として、３つの将来都市構造を描いて

います。 

本計画が目指す都市の骨格構造についても、第３期都市計画マスタープランの将来都市構造

に整合するものとします。 

 

■［定住・安全・持続］の将来都市構造図 
 

本計画では、特に生活利便を中心とした都市機能*の集約、居住密度の維持・向上、防災・

減災の取り組みに関連する［定住・安全・持続］の将来都市構造と連動した居住誘導区域や都

市機能誘導区域の設定を図ります。 

 

図 ［定住・安全・持続］の将来都市構造 
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各要素の方向性 

●中心拠点 

[JR 千歳駅・市役所周辺] 

・行政、商業、娯楽、文化、福祉などの施設が集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定

を想定します。 

●生活・活動拠点 

[JR長都駅周辺、泉沢タウンセンター地区周辺、国道 36号沿道、中央大通沿道、30号通沿道] 

・地域の日常生活を支える施設が集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定しま

す。 

●医療・生活拠点 

[市立千歳市民病院周辺] 

・医療や日常生活を支える施設などが集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定

します。 

●福祉・生活拠点 

[大和] 

・福祉や日常生活を支える施設などが集積する拠点とし、都市機能誘導区域の設定を想定

します。 

●防災拠点 

・災害対応や防災まちづくりを支える施設として利活用します。 

※立地適正化計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域指定は想定しません。 

●主要な居住ゾーン 

・市民が快適に住み続けられるエリアとして、居住誘導区域の設定を想定します。 
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■［活動・持続］の将来都市構造図 
 

［活動・持続］は商業や工業などの企業活動の場の集積と、空港や高速道路などの物流ネ

ットワークの強化を目指す将来都市構造です。 

本計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域になりませんが、働く場の確保は市内の定住促

進に大きく影響することから、ビジョンの共有、施策の連携に努めるものとします。 

 

図 ［活動・持続］の将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各要素の方向性 

・主な工業・業務地及び産業支援・交流業務地*のうち、市として重点的に整備・誘致を図る

地区は、市独自区域の設定を想定します。 
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■［交流・持続］の将来都市構造図 
 

［交流・持続］は観光振興機能や人流ネットワークの強化、大学、企業、市民の人材交流の

促進を目指す将来都市構造です。 

本計画の居住誘導区域や都市機能誘導区域になりませんが、観光振興による働く場や交流

の場の確保は市内の定住促進に大きく影響することから、ビジョンの共有、施策の連携に努

めるものとします。 

図 ［交流・持続］の将来都市構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各要素の方向性 

・おもてなし・交流支援拠点や産業支援・交流業務地*のうち、市として重点的に整備・誘致

を図る地区は、市独自区域の設定を想定します。  
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｜02｜ 目指すべき都市の骨格構造 

 

まちづくり方針を踏まえ、課題に対応するため、市内各地に身近な拠点を配置し、それらが中

心拠点を補完することで、拠点周辺から縁辺部まで、便利に住み続けられる環境を維持・拡充す

る『多核連携型』都市構造を目指します。 

千歳市が目指す『多核連携型』都市構造における拠点は、これまでのまちづくりの進捗や都市

機能*の集積などを踏まえ、８拠点とします。 

 

目指すべき都市の骨格構造     将来にわたり住み続けられる『多核連携型』都市構造 
 
 

■中心拠点（１か所）     ■生活・活動拠点（５か所） 

（JR 千歳駅・市役所周辺）  （JR 長都駅周辺、泉沢タウンセンター地区周辺、 

国道 36 号沿道、中央大通沿道、30 号通沿道） 
 

■医療・生活拠点（１か所）  ■福祉・生活拠点（１か所） 

（市立千歳市民病院周辺）   （大和） 
 
 

現在の都市の状況イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

目指すべき都市の骨格構造イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・中心拠点を補完 

・都市の活力増進をけん引 

身近な拠点の形成
拠点 

中心拠点 

居住の場の確保 

・居住密度の維持・向上 

災害に対する意識啓発 

利便性の高い地区の形成 

既存ストック*の活用 

凡例 高 

低 

人口・都市機能の集積 高齢化の進展 

すでに集積している都市機能* 

居住ニーズへの対応 

にぎわい不足 
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｜03｜ 施策・誘導方針 

 

目指すべき都市の骨格構造を踏まえ、「Ⅱ.現状把握と課題」で整理した課題に対する施策・誘導

方針を次のとおりとします。 

 

 

課題 施策・誘導方針 

［子育て世代を含む生産年齢層*を中心

としたニーズに対応する居住の場を確

保する必要があります。］ 

・新たな住宅地の形成や既存ストック*の活用により

居住の場の確保を図ります。 

・移住・定住を促進するため、働く場の確保に努めま

す。 

［生活利便性を確保し、高齢化対策や人口

の維持を図る必要があります。］ 

・拠点へ都市機能*の維持・集積を促し、拠点周辺で

利便性の高い地区を形成することで、将来、人口減

少しても一定程度の人口密度の維持に努めます。 

［泉沢地域は、子育て世代を含む生産年齢

層*を中心とした居住誘導を図る必要

があります。］ 

・泉沢地域は、住み替えを促進するとともに、子育て

しやすい住環境の維持を図り、居住密度の維持に努

めます。 

［人口増加を維持していくため、集積して

いる都市機能*を生かし、都市の活力増

進を継続する必要があります。］ 

・集積している都市機能*や既存ストック*を生かし

つつ、だれもが便利に暮らせる機能の維持・集積、

特に中心拠点では、集客性のある都市機能*の集積

を促します。 

［生活利便性を低下させないよう都市機

能*を維持する必要があります。］ 

・市内各地に拠点を配置することで、周辺住民の生活

利便サービスの利用を促し、将来にわたり都市機能

*の維持に努めます。 

［中心市街地地区に、にぎわいや活気を創

出する必要があります。］ 

・中心拠点として、行政や商業、文化、福祉などの施

設の集積を促します。 

［高齢者のみならず子育て世代を含む生

産年齢層*の市民が便利で健康的に歩

いて暮らせるよう利便性の高い地区の

形成を進めていく必要があります。］ 

・拠点の周辺に徒歩や公共交通で生活利便サービス

を利用できる利便性の高い地区の形成を促します。 

［使いやすい公共交通を引き続き確保し

ていく必要があります。］ 

・一定程度の人口密度を維持することで、公共交通の

利用を促し、将来にわたり公共交通の確保に努める

とともに、駅などの交通結節機能の強化を図りま

す。 

［既存の施設や都市施設*を有効に活用

する必要があります。］ 

・公共・公益施設*は、拠点への集約や統廃合も含め

た今後の施設のあり方、修繕を検討し、道路や下水

道などの都市施設*は、既存ストック*の有効活用

を図ります。 

［市民や事業者の災害に対する意識啓発

を図る必要があります。］ 

・土砂災害の発生が懸念される個所は、市民や事業者

の災害に対する意識啓発を図ります。 
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